
姫路市身体障害者補助犬健康管理費支給要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、身体障害者補助犬を使用している身体障害者に対して、身体障害者

補助犬健康管理費（以下「健康管理費」という。）を支給することにより、身体障害者補

助犬の健康管理等に要する経費の軽減を図り、もって身体障害者補助犬を使用している

身体障害者の社会参加に寄与することを目的とする。  

 （定義） 

第２条 この要綱において「身体障害者補助犬」とは、身体障害者補助犬法（平成１４年

法律第４９号）第２条に規定される身体障害者補助犬をいう。  

 （支給の対象者） 

第３条  健康管理費の支給の対象は、次の各号のいずれにも該当する者とする。  

 ⑴ 市内に居住する者 

⑵ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身体

障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者補助犬を現に飼育しているもの  

 （支給額等） 

第４条  健康管理費の支給額は、次の各号のとおりとする。  

 ⑴ 所得税非課税世帯に属する者 月額５，０００円 

⑵ 所得税課税世帯に属する者 月額４，０００円 

２ 健康管理費は、次条の申請をした日の属する月分から支給する。  

 （支給の申請） 

第５条 健康管理費の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、姫路市身体

障害者補助犬健康管理費支給申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に身体障害

者補助犬法第１５条第１項の規定による指定を受けた法人（以下「指定法人」という。）

から発行された身体障害者補助犬認定証の写しを添えて、市長に提出しなければならな

い。 

 （支給の決定） 

第６条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該年度分の

支給の可否を決定し、その旨を姫路市身体障害者補助犬健康管理費支給決定・却下通知



書（様式第２号。）により申請者に通知するものとする。 

 （支給） 

第７条 市長は、９月及び３月にそれぞれ当月分までの健康管理費を支給するものとする。 

 （届出義務） 

第８条 健康管理費の支給の決定を受けた者（以下「受給者」という。）又はその相続人は、

次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出な

ければならない。 

 ⑴ 受給者が市外に転出したとき。 

 ⑵ 受給者が死亡したとき。 

 ⑶ 身体障害者補助犬を飼育しなくなったとき。 

 ⑷ 身体障害者補助犬が死亡したとき。 

 ⑸ 指定法人が身体障害者補助犬の認定を取り消したとき。 

２ 市長は、受給者に前項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該受給者に

係る健康管理費の支給の決定を取り消し、又は変更するとともに、その旨を当該受給者

又はその相続人に通知するものとする。この場合において、当該事由が生じた日の属す

る月の翌月以降の月分の健康管理費は、支給しないものとする。  

 （施行の細目） 

第９条 この要綱の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が別に定める。  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１５年７月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ 身体障害者補助犬法第２条第２項に規定する盲導犬に係る健康管理費の支給に関して

は、当分の間、第５条中「身体障害者補助犬法第１５条第１項の規定による指定を受け

た法人」とあるのは「道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０号）第８条第２項に

規定する国家公安委員会が指定した法人」と、「身体障害者補助犬認定証」とあるのは「盲

導犬使用者証」とする。 


